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国の重点支援地方交付金活用事業 

 

上越市プレミアム付商品券 

発行支援事業補助金 

募 集 要 領 
 

 

 

 
 

 

書類提出・お問合せ先  

〒943-8601 上越市木田１－１－３ 

上越市役所木田第二庁舎２階 産業部 産業政策課 

商業・中心市街地活性化推進室 
 
電 話 ０２５－５２０－５７３４（直通） 

ＦＡＸ ０２５－５２０－５８５２ 

メール chukatsu@city.joetsu.lg.jp 

補 助 申 請 受 付 期 間 

令和８年３月１６日(月)～令和８年６月３０日(火) 

受付時間：８：３０～１７：１５ （土日・祝日を除く） 
 
 

○ 補助金の交付決定は、予算の範囲内で先着順となります。 
 

 ○ 申請の段階で、事業内容、収支計画等が具体的でないものは補助対象と 

    できませんので、十分にご検討をお願いします。 
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１ 事業目的  

物価高騰の影響を受けた生活者の支援を行うとともに、商工団体等による消費活動の

喚起及び商工団体等に属する構成員の売上増加への取組を支援するため、商工団体等が

実施するプレミアム付商品券発行事業を支援します。 

 

２ 補助対象者  

市内に事務所等を有し、かつ市税を完納している次のいずれかに該当する団体が対象

となります。 

⑴ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２章に規定する商店街振興

組合及び商店街振興組合連合会 

⑵ 組合員の数が２０以上の中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

に規定する事業協同組合のうち、その組合員の３分の２以上が小売業またはサー

ビス業を営むもの 

⑶ 商工会法（昭和３５年法律第８９号）第２章に規定する商工会及び商工会議所

法（昭和２８年法律第１４３号）第２章に規定する商工会議所 

⑷ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企

業者１０者以上によって任意に組織された団体で、その団体の構成員の参加が 

１０者以上となるもの 

⑸ 前各号に該当する２以上の団体によって構成される団体（ただし、この要領の

規定により本補助金の交付を受け、又は受けようとしている団体を除く。） 

 

３ 補助対象事業  

補助対象者が実施するプレミアム付商品券を発行する事業 

 

４ 補助対象経費  
 

経費区分 具体的な経費 

販 売 促 進 費 

プレミアム相当額（消費者が購入する際に支払う金額に相当する

額の１００分の３０を乗じて得た額を限度とする。） 

※プレミアム相当額は、補助対象経費の 1/2以上であること 

人 件 費 
補助対象事業の業務及び事務を補助するために臨時的に雇用した

ものの人件費 ※常用で雇用している者は除く 

広 告 宣 伝 費 

補助対象事業の広告宣伝に係る経費 

例：商品券、チラシ、ポスターのデザイン費、印刷費、チラシ折

込料、新聞などの広告掲載費など 

需 用 費 補助対象事業実施に係る物品等の購入費 

事務費・通信運搬費 補助対象事業実施に係る通信運搬費、振込手数料等の経費 

委 託 費 
上記の補助対象経費のうち、補助対象者が直接実施することがで

きないものについて、他の事業者に行わせるための経費 

そ の 他 
上記区分以外で補助対象事業を実施するために市長が必要と認め

る経費 
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なお、次の⑴～⑹に掲げる経費は対象外です。 

⑴ 賞金、賞品及び景品に係る経費 

⑵ 飲食及び遊興に係る経費 

⑶ 不動産の取得に係る経費 

⑷ 補助対象事業の実施に必要な臨時的な雇用以外に係る人件費 

⑸ 構成員が自らの店舗において物品又は役務の提供の対価として負担する経費 

⑹ その他市長が不適当と認める経費 

 

※ プレミアム付商品券の使用範囲 

本事業で発行されるプレミアム付商品券を、次に掲げる物品及び役務の提供を

受けるために使用しないこと。 

・不動産（改装費除く）または金融商品 

・たばこ 

・商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に規定す

る性風俗関連特殊営業において提供される役務 

・国税、地方税、使用料等の公租公課（ただし、消費税及び地方消費税を除く。） 

・市外の店舗で販売する物品又は提供する役務 

 

５ 補助金の額等  

補助率 ３／４  上限５００万円 
 

上記の上限額の範囲内の額とし、当該額に 1,000円未満の端数があるときは、端数を

切り捨てた額とします。 

 

６ 提出書類  

  ⑴ 申請時 

  書 類 名 説 明 

１ 交付申請書 【指定様式あり】第１号様式 

２ 事業計画書 【指定様式あり】第２号様式 

３ 補助対象者の規約 補助対象者（P2）の⑷に該当する場合のみ提出 

４ 構成員名簿 

【指定様式あり】第３号様式 

事業に参加予定の構成員の情報を記載してくだ

さい。 

５ 
補助対象経費に係る見積

書の写し 

明細付き見積書の写し等、事業費積算の根拠とな

るものが必要です。 

６ 資金収支計画書 
【指定様式あり】第４号様式 

概算払いを希望する場合のみ提出 

７ 
その他市長が必要と認め

る書類 

上記に加え、別途市から書類等の提出を依頼する

ことがあります。 
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⑵ 実績報告時 

 書 類 名 説 明 

１ 実績報告書 【指定様式あり】第５号様式 

２ 事業報告書 【指定様式あり】第６号様式 

３ 構成員名簿 
【指定様式あり】第３号様式 

事業に参加した構成員の情報を記載してください。 

４ 
補助対象経費に係る請求

書及び領収書の写し 

請求明細付き請求書と領収書の両方が必要です。 

なお、事務費（消耗品、郵送料、銀行振込手数料

等）について、支払先で請求書の発行ができない

場合は、領収書のみでも可とします。 

５ 

制作物 

（例） 

・商品券（見本） 

・チラシ現物 

・ポスター等 

現物の添付を基本とします。しかし、作成数が少

なく余分がないものは、現物を撮影した写真（※）

でも可とします。 

※Ａ４判用紙にカラー印刷、またはプリント写真

を貼付 

６ 
店舗別プレミアム付商品

券換金状況報告書 
【指定様式あり】第７号様式 

７ 
プレミアム付商品券業種

別換金額等報告書 
【指定様式あり】第８号様式 

８ 

プレミアム付商品券の換

金が確実に行われたこと

を証する書類 

換金が確実に行われたことを証する書類（※）が

必要です。 

※各参加店にいつ、いくら支払ったのかを証明で

きる金融機関の振込明細等 

※原則、プレミアム付商品券の換金分は他の支払

いと混ぜないこと。但し、システム上等の都合

で、やむを得ず他の支払いと混ぜて支払う場合

は、支払事務のフローチャート等説明資料を添

付すること 

９ 
その他市長が必要と認め

る書類 

上記に加え、別途市から書類等の提出を依頼する

ことがあります。 

 

【指定様式】はいずれも上越市ホームページからダウンロードできます。 

「上越市プレミアム付商品券発行支援事業補助金の募集」 

   http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-chukatsu/premium.html 
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７ 申請から補助金支払いまでの流れ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①実施計画検討

②見積書の取得

③申請書類作成
および申請

④申請書類審査

⑤交付決定(概算払)

⑥事業実施

⑦実績報告

⑧実績報告審査

⑨交付確定

⑩補助金の精算

⑪補助金交付請求書の
提出

⑫補助金の交付

商品券の発行額、プレミアム率、実施時期、参加店舗数等を

関係者と調整し、事業計画を検討してください。 

事業完了後１月以内または令和 9 年 2 月 26 日（金）のいず

れか早い日までに、実績報告書類を作成の上、市産業政策課

へ提出してください。 

 

事業計画を基にして、明細付見積書を取得してください。 

申請において見積書（見積額）は重要ですので、内容を十分

ご確認ください。 

交付決定後、事業を実施してください。交付決定前に着手し

た事業は補助対象外となります。申請書記載の予算額や内容

を一部変更する場合、変更交付申請が必要になることがあり

ます。変更前に市産業政策課に相談してください。 

申請書受付後、市で書類審査を行います。また、必要に応じ、

申請書類の記載内容等について申請者へ確認します。 

申請書類を作成し、必要書類が揃っているかを確認の上、市

産業政策課へ提出してください。【提出期限：6月 30日（火）】 

実績報告書類の提出後、実施した事業内容が適正か、市で審

査を行います。 

実績報告書類の審査後、市が補助金の交付を確定します。 

実績報告に基づき、補助金を減額することもあります。 

書類審査後、申請内容が適切と認められる場合は、予算の範

囲内で補助金の交付を決定します。また、必要に応じて概算

払いすることも可能ですので、ご相談ください。 

概算払で補助金を支払済みの団体は、補助確定額に応じて、

補助金の返納または追加の支払を行います。 

市から交付確定の連絡があり次第、補助金交付請求書（市所

定様式）を作成し、市産業政策課へ提出してください。 

市へ請求書を提出後 30 日以内に補助金を金融機関口座へ振

り込みます。 
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８ 書類・帳簿の管理・保存について  

⑴ 国や市の監査を受ける場合があることから、商品券の利用について適切な管理

をお願いします。 

⑵ 補助対象事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、そ

の会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助対象事業の完了した日の属する会

計年度の終了した日から 5年間保存してください。 

 

９ 注意事項  

⑴ 変更承認申請について 

  申請時の事業内容（事業スケジュール、補助対象経費の金額や項目、事業の構

成員等）に大きな変更が生じる場合は必ず市産業政策課商業・中心市街地活性化

推進室へ事前に相談してください。変更承認申請が必要になる場合があります。 

※変更承認申請により、補助対象経費総額が増額しても、補助金額は交付決定額

から増額できません。 

 

⑵ 実績報告書等の提出について 

  事業の完了日から１月を経過する日または令和 9 年 2 月 26 日（金）のいずれ

か早い日までに実績報告書等を市産業政策課商業・中心市街地活性化推進室へ提

出してください。 

 ※事業の完了日とは、「全ての経費の支払が完了した日」または「事業の実施が

終わった日」のうち、いずれか遅い日を指します。 

 

⑶ 団体が発行する周知チラシやポスターの記載事項について 

補助金を活用するにあたり、各団体で発行するプレミアム付商品券の周知チラ

シやポスターについて、下記事項の記載をお願いします。このほかの記載事項に

ついては、購入者にわかりやすい内容となるよう、各団体で検討し作成してくだ

さい。 

＜記載事項＞ 

・総販売冊数、１冊あたりの販売額 

・商品券の利用可能店舗、利用可能期間 

・販売方法（事前申込期間など）、販売場所 

・1人あたりの購入上限額 

 

⑷ 団体が発行する商品券の記載事項について 

補助金を活用するにあたり、各団体で発行する商品券に、下記注意文言を必ず

記載するようお願いします。このほか必要な事項については、各団体の任意とし

ます。 

＜必ず記載する注意文言＞ 

・本券は不動産（改装費除く）または金融商品、たばこ、商品券、プリペイ

ドカード等換金性の高いもの、税金等のお支払いには使用できません。 

・本券ご使用の際、釣銭のお返しはできません。 

 



- 7 - 

 

⑸ 他の補助金との併用について 

国、都道府県、市区町村その他公的制度による補助金等の交付を受けた事業は、

補助対象としません。 

 

  ⑹ 補助金の交付回数について 

補助対象者が受けられる補助金の交付回数は一年度につき１回とします。 

 

１０ その他  

・交付決定となった事業は、市ホームページ等で周知する予定です。 

・市ホームページ等での掲載にあたり、実施団体から必要な情報（発行冊数、販

売日、参加店舗等）を提供いただきます。 


